
　

ふ
る
さ
と
“
猪
名
川
町
”
の

春
の
郷
愁
を
呼
ぶ
事
業
と
し
て
、

２
０
１
２
い
な
が
わ
桜
ま
つ
り
を

４
月
８
日
（
日
）
に
開
催
し
ま
す
。

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
盛
り
あ
げ
る

た
め
、
次
の
要
領
で
写
真
コ
ン
テ

ス
ト
を
行
い
ま
す
。
多
数
の
応
募

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◆
主
催
　
２
０
１
２
い
な
が
わ
桜

ま
つ
り
運
営
委
員
会

◆
テ
ー
マ　

猪
名
川
町
の
桜
風
景

写
真

◆
応
募
規
定　

①
６
切
・
Ｗ
６

切
・
Ａ
４
の
各
サ
イ
ズ　

② 

フ
ィ

ル
ム
お
よ
び
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で

の
撮
影
は
問
い
ま
せ
ん
（
合
成
処

理
な
ど
は
失
格
）　

③ 

平
成
24
年

３
月
～
４
月
の
町
内
の
桜
の
花
が

開
花
す
る
時
期
に
撮
影
し
た
未
発

表
作
品

◆
応
募
点
数　

１
人
１
点

◆
応
募
作
品
の
著
作
権　

す
べ
て

主
催
者
側
に
帰
属

◆
応
募
方
法　

応
募
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
作
品
裏
面
右
下

に
貼
付
し
、
提
出
期

限
（
４
月
27
日
（
金
） 

必
着
） 

ま
で
に
郵
送

ま
た
は
直
接
持
参

※
応
募
用
紙
は
、
商
工
会
、
観
光

協
会
（
事
務
局
：
産
業
観
光
課
内
）

に
あ
り
ま
す
（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

◆
表
彰
・
発
表　

入
賞
者
本
人
に

直
接
通
知
（
い
な
が
わ
桜
ま
つ
り

運
営
委
員
会
に
よ
る
表
彰
お
よ
び

副
賞
の
贈
呈
）

※
入
賞
作
品
に
つ
い
て
は
、
ネ
ガ

ま
た
は
デ
ー
タ
の
提
供
を
お
願
い

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

◆
入
賞
作
品
の
活
用　

２
０
１
３

い
な
が
わ
桜
ま
つ
り
ポ
ス
タ
ー
な

ど
に
活
用

◆
応
募
・
問
合
せ
　
同
運
営
委

員
会
事
務
局
（
産
業
観
光
課
内

〒
６
６
６
・
０
２
９
２
住
所
記
入

不
要
☎
７
６
６
・
８
７
０
９
・
Ｆ

Ａ
Ｘ
７
６
６
・
７
７
２
５
）

２
０
１
２
い
な
が
わ
桜
ま
つ
り
の
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
に
応
募
を

種　類
子宮頸がん予防
（HPV）ワクチン

ヒブ（インフルエンザ
菌 b型）ワクチン

小児用肺炎
球菌ワクチン

対象者
（町内在住）

中学 1 年生～高校
1 年生の女子（相
当の年齢（注））

生後 2 カ月～ 4 歳の乳幼児

助成回数 3 回 年齢により 1 ～ 4 回

　平成 23 年 2 月から実施し
ている子宮頸がん・ヒブ・小
児用肺炎球菌ワクチン接種費
用への助成事業について、4
月以降の実施に関する国から
の主な情報は次のとおりで
す。
　ただし、現時点での予定で
あり、確定したものではあり
ません。国から正式決定の通
知があれば、速やかに町ホー
ムページなどでお知らせしま
す。
◎接種助成期間　平成 25 年
3 月 31 日まで延長予定
◎無料で接種できる医療機関
川西市医師会に所属している

接種可能な医療機関
◎その他の医療機関で接種す
る場合　予防接種依頼書が必
要（事前に保健センターで手
続きが必要。接種費用は一旦
医療機関へ支払い後、申請に
より返金）
◎返金申請に必要なもの　ワ
クチン接種済証・領収書・口
座確認ができるもの（預金通
帳など）・印鑑（認印可）
◎返金相談窓口　保健セン
タ ー（ 郵 送 で の 申 請 も 可
〒 666 － 0233 紫 合 字 北 裏
763）
◎問合せ　同センター（☎
766 － 1000）

平成 24年度の子宮頸がん・ヒブ・小児用肺
炎球菌ワクチンの接種費用への助成について

区域の名称 区域に含まれる土地
区域内に建築
できる建物

柏原地区

柏原字石原田、大森谷、鍜治屋、上垣内、木
戸口、倉掛、栗林、小谷、下西、田位、竹ノ下、
寺ノ下、鳥ヶ平、中尾、中林、灰所、樋ノ谷、
福井、宮ノ上、宮ノ脇、中、東、南、石船、
平成、平井、古岩、䉤ノ上の各一部

区域周辺に
10 年以上居
住したこと
のある人の
戸建て住宅

西畑地区
西畑字大野、畑ヶ田、深田、堀切、松ヶ本、長尾、
山ノ子の各一部

杉生地区

杉生字一ノ谷、今西、岩神、永正庵、トイ川、
前フケ、宮ノ下、大北、大野、新平井、小田
中、雲ノ瀬、コウトウ、栖ノ子、鍋田、長谷
森、峽間、東、一岩、風呂ノ本、前田、丸畑、
森ノ本、奥山の各一部

島地区
島字内垣内、柿瀬、賀島、川面、柘鳴美、石垣内、
佃、中ノ町、西山、前田、若城の各一部

鎌倉地区
鎌倉字栖ノ子、出口、東門、深田、向所、森ノ本、
横大道、古門の各一部

仁頂寺地区
仁頂寺字上ヶ林、後谷、垣内、谷垣内、中谷口、
渕前、南宮脇、南山の各一部

清水東地区清水東字後田、垣内、吉谷の各一部

清水地区
清水字岡ノ下、小平井、寺ノ前、中久保、長田、
八ノ坪、平田、広瀬、山添の各一部

島地区 島字内垣内、柿瀬の各一部 新規居住者の
戸建て住宅清水地区 清水字北谷、小平井、寺ノ前の各一部

今
回
の
指
定
の
経
緯
・
目
的
は
？

　

市
街
化
調
整
区
域
に
お
い
て
は
、
建
築
制
限
に
よ
り

居
住
者
が
減
少
し
活
力
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
か

ら
、
必
要
な
開
発
行
為
が
可
能
と
な
る
よ
う
特
別
指
定

区
域
の
指
定
を
受
け
る
た
め
に
、
大
島
小
学
校
区
を
モ

デ
ル
地
区
と
し
て
住
民
の
総
意
に
よ
る
将
来
の
土
地
利

用
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

特
別
指
定
区
域
制
度
と
は
？

　

特
別
指
定
区
域
制
度
は
、
町
あ
る
い
は
住
民
が
中
心

と
な
っ
て
組
織
す
る
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
が
、
地
域
の

課
題
を
解
決
し
、
そ
の
将
来
の
姿
を
描
く
土
地
利
用
計

画
を
作
成
し
た
場
合
に
、
町
か
ら
の
申
し
出
に
よ
り
、

兵
庫
県
が
条
例
で
特
別
指
定
区
域
を
指
定
し
、
計
画
に

沿
っ
た
ま
ち
づ
く
り
を
実
現
し
て
い
く
も
の
で
す
。

　

特
別
指
定
区
域
に
指
定
さ
れ
る
と
、
市
街
化
調
整
区

域
の
厳
し
い
建
築
制
限
が
一
部
緩
和
さ
れ
、
指
定
区
域

周
辺
に
10
年
以
上
居
住
し
た
こ
と
の
あ
る
人
の
戸
建
て

住
宅
、
新
規
居
住
者
の
戸
建
て
住
宅
な
ど
が
許
可
を
受

け
て
建
築
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
　
都
市
環
境
課
（
☎
７
６
６
・
８
７
０
４
）

　本町から県に対して指定の申
し出を行った下表の地区が、こ
のたび特別指定区域に指定さ
れ、兵庫県公報の告示により、
関係図書の永久縦覧を次のとお
り行います。
▶告示番号：兵庫県告示第 29

号　▶指定した日：平成 24 年
1 月 17 日　▶縦覧場所：都市
環境課　▶縦覧時間：午前 8 時
45 分～午後 5 時 30 分まで（閉
庁日を除く）

関係図書を永久縦覧

※各ワクチン接種は、予防接種法に基づかない「任意接種」（保護
者の判断で接種）のため、かかりつけの医師とよく相談ください。

注：平成 7 年 4 月 2 日～同 8 年 4 月 1 日生まれの高校 1 年
生相当の女子は、平成 24 年 3 月 31 日までに 1 回以上接種
を済ませた場合に限り、本年 4 月以降、高校 2 年生相当の
年齢になっても、残りの接種は助成対象となる予定です。

大島小学校区の一部が特別指定区域に指定されました
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